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V．子どもの発達を促すとともに虐待を予防し，母親や家族の精神的健康をよりよく保つために，どういう

制度や仕組みがあればよいと思いますか？

（福祉保健課） ・相談窓口のワンストップ化が必要。 ・ライフステージの変化に関わらず、継続して支援する体制の強化。 

（子育て支援課） 虐待防止の観点からも、家族が孤立しないことが重要と考える。現在乳幼児健診で発達が気になる子どもに

は相談や受診等紹介している。その後、児童ディ等につながるケースも多いが、受皿が不足しており、6ヶ月以上待つケースもあ

る。また就学後の受皿が少なく、学校での支援のみになりやすい。子どもや家族の状況に合った受皿が選択ができるようになれ

ばよいと思う。

“発達障害”と一言で言っても、児によって特徴は様々で、児それぞれに適したサポート、関わりについて、日々勉強している最中

です。児のみならず、児を取り巻く環境などにも目を向ける必要性を感じるところから、参考書・資料から学ぶだけでなく、実例等

をもとに情報を得、理解を深めることができたら・・・と思います。

「要保護児童対策地域協議会」があり、こども・子育て応援室、家庭相談員を中心に、児童への気付きに対応している。保育園、

幼稚園、保健師、子育てセンター、こども通園センターなど一つのところで対応せず、多角的に話し合うことができることで、急な

事例に対応できる。

◇日ごろ感じる支援継続の困難さ・親から園へ。園から小学校へ。小学校から中学校への支援が途切れてしまう。1年間、担任と

子どもの関係構築が出来、ある程度効果が現れ、次年度はさらにステップアップを…と考えていても、担任が変わることで振り出

しに戻る。あるいは悪化する。・対応する大人の経験や個人的見解により、係わりが変ってしまう。・父と母の見解の相違のしか

り。しつけに関する相談や子どもの発達を促す支援を行う際に一番大切なことは、やはり一貫した対応であると考えている。（ぶ

れないこと）支援者側、親側、園学校側の大人の対応がそれぞれ違うと、子どもは迷い悩み、結果的に大人側から見た場合の問

題行動を起こしてしまう。つまり、理想的には親、園、学校と同じ方向性（同じ手法）を持って、一貫した対応が図れるなら、子ども

の社会性と良好な育ちには確実に有効と考える。〇ペアレントトレーニングの有効性・親の気づき、ストレス軽減、良好な親子関

係の構築（これが一番重要）・支援者側の個別支援における有効ツール・パッケージになっているため、分かりやすい使いやす

い・支援者側、親側での子育てに関する方向性の共有が図られ、親も相談しやすく、支援者側も介入しやすい（ペアトレが双方

をつなげる）・しつけ、子育てに関しては“自己肯定感”を高めることであり、親に対しても理解させやすい。自己肯定感を高める

係わりをすることで、親子関係もよくなり、ストレスも軽減され、子どもは誉められる場面が増えていく。「しつけってなんです

か？」『子どもの自己肯定感を高めることです。』「自己肯定感を高めるためにはどうすればいいのですか？」『それはですね…』

と、理屈や長い理論は必要なく、ペアトレは目標や手法が明確である。〇親のみではなく、保育士、幼稚園教諭、学校教諭も学ぶ

　先に書いたが、本当により良い効果を期待するためには、ペアトレを共に学び、ペアトレの基本的考えを支柱として園学校関係

者が関わってくれれば、それが一番良い。・親へのペアトレ推進と共に、支援者側の学ぶ機会を増やしていく。つまり、アドバイス

を求められる保育士、教員等がまず学ぶ。ペアトレを学んだ先生が親に伝える。親もペアトレを学ぶ…この流れも重要と考える。

（同じツールを共有することで、親と園、学校との良好な関係構築も図れる。親と学校の対立回避）・保育士等がインストラク

ターとなり、園内あるいは子育て支援センターで、ペアトレを実施ということも可能と考える。＊本市の場合、試行段階だが公立保

育所保育士に向けたティーチャー・トレーニング（ペアトレの保育士版）をH26年度に自主参加という形で開催予定。（公立18箇所

から各1名参加で）H27年度からは予算化も検討し（色々難しさはあるが）、H28年度までには多数の保育士に受講させ、最終的に

は（あくまで理想の範囲だが）保育士をインストラクターとして育て上げ、本市の保育の方向性にまで持っていければと考えてい

る。また、この効果と結果を教育委員会（学校の教員）にまで波及できないかも検討中である。（難しいと思うが…）※協力機関：

群馬大学保健学研究科〇ペアトレ研修はリーズナブル（研修期間の短さと安い費用）ペアトレの受講費用は、はっきりいって安

い。・前橋市の場合（東京研修）1泊2日→受講料、宿泊費、交通費等で一人6万円以下。・講師を呼んで、地元開催し、いっきに職

員が受講できれば…予算的にも安価で受講者を増やせる。〇行政機関の中にインストラクターがいればより有効（普及は早い）・

予算の軽減化（講師料不要）〇財政面での措置　発達特性を持つ子どもの虐待リスクは非常に高く、虐待予防、防止の観点から

見てもペアトレは非常に有効である。（本市の場合はCSPを最初に実施）また、ペアトレは、特定の子ども達向けのものではなく、

全ての子どものより良い育ちと親子関係の構築に有効である。（ということは、結果的に不登校や非行防止にも繋がっていく。）

したがって・子育て支援施策・児童虐待防止施策・障害児支援施策・教育施策といった、複数にまたがる分野での予算化が可能

であり、国の補助金等請求のし易さもあるかと考えられる。　結論としては　色々な仕組みやメニューを考えるのもいいが、直

接的効果がはかれるのは、ペアトレの手法であり、ペアトレを普及（親、関係機関とも）していくことが、最も有効と考える。また、

実施の面でも安上がりで、手間がかからず、個別援助の場面等あらゆる場面で活用できる手法であるため、グループ・ワーク開催

が困難だとしても、個別援助に関わる保健師、保育士等は全員その手法学ぶべきと考える。

◎親族の協力の得られない乳幼児の子どもをもつ親の子育て不安軽減の為の支援・育児を学びつつ、宿泊できる場所の確保

○特別ではなく、自然な形で親子が通える場と母子分離した上で通える場があるとよいと常に希っています。ex・地元の保育園に

（育児支援としての）母子通所の場がありその“場”から療育が必要な児の特性に合った機関への紹介を受ける。どんな課題が

あろうがまず受入れて迎え入れる場。・障がいやその疑いがあっても入れる地元の保育園。・就学前のどの年令であっても利用

可能な一時保育○重い障がいのある児の母のレスパイトがあり受け皿もあること。睡眠障がいのある自閉症児の家族の疲労とメ

ンタルヘルスの問題は深刻だと感じています。睡眠の浅い常時医療ケアが必要な児も受皿がないと感じています。
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○療育・相談等専門機関やスタッフの数がニーズに対して不足している。紹介する医療機関も半年～1年待ちになる。○上記のこ

とがあるため、当市で実施する発達に関する相談等において専門職の方に来ていただくことが難しく、事業の充実が困難である

○保健師、保育士等スキルアップのための研修を地方で（県レベルで）お願いしたい。

・「発達」の視点をもつ専門家をふやすこと。・それをもとに母親、家族が気軽に通って相談できる場をふやすこと。・ペアレント

プログラムは重要であり、療育対応ではその視点で親たちにかかわっているが、非日常的場（トレーニングしている場、療育の

場）から日常的場（家庭）への汎化はやはりむずかしい。

・クニストップの相談窓口・カルテ一元化・アウトリーチの相談サービス→現在市役所内の各機関で協議です。

・ペアレント・トレーニングの実施・保護者の集いの場・地域社会への普及、啓発・乳幼児～成人まで連携した支援

・ペアレントメンターの活用により、保護者への発達障がいの特性理解と支援を早期に開始させ、保護者の精神的不安を軽減さ

せる。（仕組みづくり） ・保護者が気軽に相談できる場所づくり。

・医療、教育、就労等も含めた各関係機関との連携強化と役割分担の明確化、及び情報共有を可能とする体制整備。・ライフス

テージや個々の発達障害ごとに異なる課題に対して一貫性をもって対応もできる相談機関の設置。・早期発見の強化。充分な相

談体制を実現させるための国県による財政的支援。・対応する職員に対する研修体制の充実。

・医療機関が周囲にない。地域差がある。相談できる医療機関や医師を充実させてほしい。・出産後のケアを受けられる施設

(産後ケアセンター)が、全国的に整備され、低料金で利用できる。

・育てにくい児を持つ親支援（虐待予防の観点を含め）プログラムを、母子保健及び児童福祉分野で取り組みやすいよう、県単

位で支援者養成を図る取り組みをすすめて欲しい。・発達の気になる子や、発達障害の子どもについて、学童期において、相談

や支援が不十分。相談支援ファイルのみでは福祉サービスにつながらないような子どもへの支援につながりにくい。・小中学校の

通級指導教室が、担任1人のみでなく、小集団支援や、家族相談も担えるような人員配置となると、良いと思う。

・各市町村毎にきちんと発達障害の診断ができ、しっかりと親に説明でき、随時相談できるかかりつけ医が必要な状況に到達して

いると日々感じる。 ・保健センターは常に発達障害を抱える子どもと、その保護者の姿、悩みが増えていく。広域にわたる幼稚園、

保育所、療育施設等においても、もっともっと保護者支援の重要性について学び、一貫した支援ができるよう意識改革、スキルアッ

プが急務である。でないと、いくら早期に発達障害を発見して、診断して、受け皿があっても、保護者を混乱させてしまうと思う。

・各部署で実施のサービスはあると思うが連携が十分とれているとは言えないと思われます。（自治体、医療機械、民間etc）

・児童福祉、教育（学校関係）、障害、母子保健　等自治体内でも情報を共有していく等、体制の整備が重要と思われます。

・関係者のスキルアップが重要です。健診相談を行う行政保健師とともに保育士　幼稚園教諭の力量の課題があると思います。

発達の気になる子どもの親への支援に身近に関わる専門職が連携するためにも知識の共有が必要ですが、なかなか　その機会

がないので研修制度等希望します。・養育支援の必要な親子に対する相談支援サービスとして、基本的スキルをもった相談員

（支援員）の訪問支援サービス制度が必要と思います。

・気軽に遊べる場（子どもの遊ぶ姿を見守るだけの状態で過ごせるような場所） ・育ちを共に確認する場

・教育現場における発達障がいの理解促進。(児童・生徒・教師など)・特別支援教育の質の向上。・乳幼児期から学童期で途切

れない支援体制。

・教員免許に特別支援学校教諭の免許があるのと同様に障がい児保育に相当の経験を持つ保育士に対して「発達支援保育士」

というような上位の資格を与えられるようになると良い。・心理士の国家資格化と育成・グレーゾーンの子と保護者に対する相談

や母子教室等の事業に対する財政的支援

・継続的な支援が出来るような体制づくり（・学校教育課との連携・専門相談機関・関係機関との連携）を密にする。・母親に寄

り添える相談員の確保（マンパワーが必要）・スキルアップのための研修等の充実

・個人情報の伝達についての法制度。要対協のように、児の支援のために共有する情報の守秘と罰則の規定。保護者の同意を

得ることが基本だが、得られないケースもある。・事業実施の人員確保のための補助金制度。・スキルアップのための研修制度。

・行政の枠組みをなくし、子育て支援からトータルに切れ目ないサポートができる体制づくり。・相談における、専門職の充実。・

個別の支援(ケース)会議を通しての家族支援にチーム・アプローチで取り組める体制。

・子どもの相談と発達支援が無料で受けられる相談体制の充実。・悩み、不安を持つことなく、すぐに相談を受けることができる。

・訪問支援(家庭、園、学校)コンサルテーションをライフステージに渡り、受けることができる。・親同士のつながりをつくり、孤

立感を感じることなく、互いに助け合うことができるよう、親同士の学習会、おたのしみ会、運動会、クリスマス会など大小の行事

を行う。育てにくさを感じない子どもと同じように生活経験ができ、親子のふれあう心地よさを感じる機会を持つ。・職員の専門

性を高めるための研修機会の確保。

・子どもの発達をみることができる心理士などの専門職のマンパワーを増やし、地域に派遣するシステム。・療育のできる機関が

少ないため、障害児支援の充実が図りにくい。まずは1つでも地域の療育機関が増えるような制度にしてほしい。また、できれば親

が子どもや保護者に合った療育機関を選ぶことができるような制度になるといい。

・子どもの保護者はもちろんかかわる関係者が気軽に相談できるわかりやすい窓口設置。 ・相談や支援にかかわる人材の確保

と資質向上のための研修の企画や継続参加の保障。 ・医療、福祉、保健、教育の枠を超えた連けいがスムーズにできるための

システムの構築。 ・専門的なアドバイザーの配置。



─  113  ──  112  ─

・子育て支援（保健)、児童福祉、母子福祉、障害福祉、教育部門それぞれが縦わりで、担当間が上手く連携できないのが自治体

の実状。全てに携われる、コーディネートができるエキスパート（専門職？）が必要。仕組み、制度としても、生涯にわたる包括的

な支援の体制が必要。・児の場合、保ゴ者（主に母）がケア、養育、介ゴと育児の区別がつかない。サービス利用にふみきれない

（メニューがあること、利用になれること大切）発達支援だけでなく生活支援のサービスメニュー。介ゴというより、将来の自主

にむけた“指導”“教育”の視点。乳幼児期から、上記の視点をふまえたメニューがあること。

・子育て支援拠点施設の保育士の研修を行い、相談の受け皿の強化を図る。 ・保育所、幼稚園の保育士、巡廻をしている看護

職、乳幼児健康診査を担当する保健師、発達相談・検査を行う心理職員、就前指導に関係する指導主事の、互いの事業、役割に

ついて情報を共有する場の設定。継続して、課題に取り組む意識、努力が必要と感じている。個人情報の取り扱いや、各課での児

の情報（支援のための）の管理、追跡やフォロー情報がバラバラで管理、追跡しているので、システム（コンピュータ）が必要かと

考える。 ・保健師、保育士、臨床心理士、相談員のペアレント・トレーニングの知識、学び実践が、家族支援に大事なものと考え

ている。学小機会、実施する機会を設定できるように取り組みたいと考える。研修費用（講師費用）プログラムの計画等、課題が

多い。 ・平成26年度より、就学前の発達が気になる子どもが発達障がいの子どもと、家族の支援のための拠点となる施設、子ど

も総合支援センターを4月7日にオープンする。そこでは、療育教室（幼児）を新規に実施する。教室に関わる家族を対象としてペ

アレント・トレーニングに取り組めないか、検討しているところである。

・小～中～高校での性教育とライフプランの構築について学ぶ機会の充実。・地域住民への発達障害についての普及啓発。・全

小学校への特別支援学級の設置。・全市町村での5歳児健診の実施。

・小規模な市町村では専門職を多く雇うことはできず、単発でも人材の不足を感じます。研修も、自費で受けるもの以外は、大勢

を研修に行ってもらうことができず、スキルのバラつきも考えられます。県や、圏域で、市町村内で職員を対象とした具体的な研

修やフォローが継続して行われる体制ができることが望ましいと思います。・子育て世代の大人の発達障害者への支援について

の研修を近い所で（公費で）複数回行ってほしい。・公的機関へ依頼し派遣してもらえる専門職の増員。現在養護学校から教育

相談へ来ていただいていますが、他市町村でも希望が多く、検査、相談の予約がとりにくい状況にあります。県のスクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーなども、予約がとりにくい。

・障がい特性に応じた専門性を持った療育機関の充実→療育を利用する児は多くなっているが、その受け入れに対応できてい

ないのが現状です。また、療育機関の数ない地域では児の特性に応じて療育を受けることも難しくなっています。子どもの発達

を促すためには、療育機関を充実させ、受けやすい環境にしていくため送迎を含めた支援が必要と思います。・ペアレント・ト

レーニングの普及、啓発は必要と感じます。講座は、近くの圏域で行っていないため、保護者が気軽に受講することができませ

ん。まずは、県が主体となって、養成講座の開催をし関係職種のスキルup研修ができる体制作りがあればよいと思います。

・障害が疑われる児をもつ母親が、気軽に通える支援センターなどの整備 ・仕事をする母も多いため、地域において、安心して

児を預けられる保育所や託児所の整備。 ・送迎サービスを充実させること

・障害受容の部分にきめの細かい対応をすることにより、その後の2次障害や愛着関係につながっていくと考えられる。その部分

を重点的な支援などが充実することを望む。 ・特に発達障害と思われる児が、幼稚園就園の年齢に到達した場合、受け皿がな

かったり、肩身の狭い思いをしながら集団生活を送っているケースが近年多くみられるようになった。すべての児が就学前の集

団の場が平等に提供されることが必要だと考える。

・心理士や小児精神科医を含んだ健診の実施。・医療機関との連携。・小児精神科医による相談の実施。

・診断を受ける医療機関は、増えたように思われるが、療育・訓練の場は増えていないのが現実。学童になると訓練の場は、学

校だけになっていると思われる。

・身近な相談場所、療育機関、医療機関が少なく、遠い。予約待ちも長く定員いっぱいで使えない。・就学後の児童への支援の場

がない。厚労省、文科省の役割を明確化し支援体制を整えたら、どうか。・支援者のスキルアップの向上。・発達障害の住民（保

護者）理解のための啓発が難しい。全国で取り組む課題としてパンフレット等の活用は、どうか。。専門職（臨床心理士、心理療

法士等）の市町派遣などがあればいい。地域で支えていくための専門職が少ない。

・人材育成が必要、現場でのマンパワーが不足している。

・数年前までペアレント、トレーニングを実施していましたが、子育て支援の立場から早期の母子愛着形成への支援が先ではないか

と研修会を重ね、生後2～5ヶ月の乳児を対象とした親支援教室を行っています。・ペアレント、トレーニングから発展し、保育所、幼稚

園、児童発達支援等の職員が、こどもたちへの対応をふりかえり、支援を考えていく、ティーチャーズトレーニングを学んでいます。

・生育歴の把握を含めて、早期発見、早期相談できる仕組みが必要。・要保護児童対策地域協議会(児童福祉法第25条の2に規

定)において、0才児(特定妊婦を含む)からの見守りをするために、「乳幼児部会」を置き、早期に関係機関が、連携をとることが、

有効な仕組みと思う。

・精神的に不安定な保護者や精神疾患を持つ保護者への支援として精神科医療機関との連携が必要不可欠ですが、精神科医

師の中には出産后の子育てを考えずに対応される方もいらっしゃると聞いています。医療機関との連携の仕組みが必要。・家族

支援に関わるマンパワー不足が解消されないため、ペアレントや家族支援、相談を安価で依頼、委託出来る民間事業所。・ボー

ダー全てに医療が必ずしも必要でないため、地域で児の発達に見合った療育先と保護者フォローが出来る相談支援機関、相互

に支援出来る親の会、保育園、幼稚園通園児へのスーパーバイズ。・要保護児童の親へのペアレント。

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

・早期の気づきの観点から定期的に保育所や学校を訪問し専門的に判断してもらう専門チームの巡回判定相談・発達障害と疑

われる子どもの保護者に対する相談や支援（発達障害を理解し受け止めてもらう）が気軽に継続して行なう事のできる地域資源

の充実（相談が必要な場合には保護者の性格や理解度などの情報も事前に収集できるようなネットワークがあればなお可）・地

域の子どもたちが集い遊べる施設の充実（ユニバーサルデザインの視点を取り入れた施設）

・相談窓口の明確化 ・小児の発達をみることのできる医療機関の充実 ・関係機関の連携（保育所、幼稚園、学校、療育事業

所、病院等） ・当事者や家族が参加できる会議などの場

・担当課を越えた、他課との連携体制の整備。・発達障害に対する知識や対応の啓発。

・地域に専門医療機関があり、専門医、相談員がおり、療育できる施設があること。またそこを中心に関係職種の連携ができる

仕組みがあればいいと思う。・乳幼児期～小学校～中学校～高校～卒後と、支援がつながるしくみ。

・庁内の課同士および保育所、幼稚園との「子どもの発達のみ」に関する情報のやりとりについては保護者の了解を得てからにす

るなどに気をつけています。・虐待の恐れがあるなどの場合は法的にやりとりが許されているので情報のやりとりはスムーズなの

ですが。・保健、福祉、教育が横断的に対応する仕組みがあればよいと思います。

・町独自にペアレントプログラム等を取り組んでいくことは難しいので国・県の方で支援体制を整えてほしい。また、研修会も県

主催で開いてもらえれば行きやすい。発達支援センターは遠く予約もいっぱいときくので利用していないのが現状。 ・身体の

発達がゆっくりな子が定期的にリハビリできる環境があるとよい。家でできること（おすすめのあそび）なども紹介するが、ママ1

人では限界がある。 ・就園前にグレーの子たちが定期的に通える施設を増やしてほしい。また、診断書や手帳がなくても利用で

きるようになるといい。

・乳幼児期からのフォローがお子さんにも保護者にも、きめ細やかに、実施したいのですが、まず専門医療が市内にないため、

近隣市の医療機関より、SVとして、年間2回ずつ、2名の医師を招き、御指導頂いています。個別相談後に、心理判定員から、検査

FBを、保護者の依頼に答え、医療に送付し、受診につながっていくことが多いです。受皿が少なく、待ちが半年くらいになることも

多く、困難を極めています。・医療からの指示を頂いて、日々の生活、療育、教育の具体を、関係キ関と、連携し継続支援していま

す。幼稚園から学校にかけての通常学級における、特別支援教育の実践・環境づくりを賄う人材育成が必要なため、年間を通じ

ての研修開催をしていますが、幼保園は民間ばかりで、人材が育ちにくく、難しさを感じています。

・乳幼児健診などのスクリーニングで対象となった家庭（両親）に対する保健指導できるシステムがあればいいと考える。発達障害

についてのお知らせと対応の法方等・・・ ・成長するにつれて目立たなくなる子がいる一方、大人になって初めて問題になる子もい

るので、その対策も必要と思う。 ・乳幼児から学生までは配慮された環境で対応されるのである程度はいいかもしれないが・・・。

その後については、本人、家族とも考え方、価値観を変えなければストレスがふくらむ一方だと思います。 ・特別支援学級につい

て、地元の小中学校に併設されている学級に進学する方法しかない。対象が1～2名という年もある。親御さんにはその子の特性に

合った学習をある程度の人数がいる中で学ばせたいと近隣の学校（公立）を希望される方もいて、選択肢が広がると良いと思う。

・乳幼児健診の中に客観的な検査機器等により、発達障害の傾向のある児が早期発見できるシステムがあることで、保護者の理

解や適切な対応につながる。ex：（児の視線をチェックできる機器等）・ペアレントトレーニングが障害のある児のみでなく、広

い意味での子育て全般に取り入れることで適切な対応につながる。・生涯を通じた療育カルテの導入と活用により、就学以前か

ら就学以降、卒後へと継続した支援が可能となる。

・妊娠、出産時期からサポートできる体制。・望まない妊娠や、親になる人自身も、ネグレクトに近い環境と思われる中で育ってき

ている現状があるため、育児支援や、親になるための十分なサポート体制が必要と考える。

・発達が気になる子どもや発達障害の子どもを持つ家庭への相談・支援に対する窓口は多くある。窓口は広いほうが良いと思う

が、同じような相談・支援事業を行っている。これらの連携として、地域自立支援協議会などが、その任を担っているが、子どもの

教育委員会や学校などとの連携はまだまだ、密な連携はできていないと思う。コーディネートするための組織体系が必要に感じ

る。・対象となる子どもに対し、低年令のうちから預かり保育を実施できる施設があれば良いと考える。保護者が子の養育を負担

に思っている場合、親子が接触する時間を減らし、虐待のリスクを下げることが期待される。保護者に対してはペアレント・トレー

ニングなどの子育てスキルを学ぶ課程を設け、専門家から子への対応法を学んだり、同じ立場の保護者と交流し、育児の孤立化

を防ぐことを目的とする。又、交通機関を利用することの遠慮から、こうした機関に結びつかない親子も多くいるので、その際は

送迎も含めたサービスを検討する必要がある。

・発達支援が必要な子どもを持つ家族が、虐待ハイリスク者であることを関係機関が認識すること。(仕組みとして)・有機的な要

保護児童対策地域協議会の実施。(関係機関の意識の向上)・保育所、幼稚園等子どもと接する機会の多い施設の職員の研修、

連携。・発達を客観的に確認できる、わかりやすく、使いやすいツールの開発、提示。・心理士等の人材の確保。(自治体に必ず

設置が必要という仕組み)・都道府県単位での研修。(支援の方向性が統一されているもので、子育て支援や、母子保健に従事す

る者が、必ず受けなければならない制度)・国内の転出入に対応できるような、全国的に統一された個別ケースの管理。・発達に

関する項目も含め、全国で共通の乳幼児健診票の提示。・児童相談所での気軽な相談機会を確保できるよう、職員の確保。

・発達障がいの理解が、まず（特別支援にかかわるスタッフだけでなく、）子供と関わる関係者主体にも広がり、深まる研修等が

必要です。幼少期に診断を受ける機会のなかった子が、成長とともに特徴が際立ってくることがありますが、その時周囲の関係者

が気づかなければ、本人の努力不足等と誤解され、二次障がいにつながる可能性があると思います。 ・家族支援という点でも、
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1.国は妊娠から出産・育児と切れ目のない支援が行なえるよう予算を組んでいるが、それを専業化していくだけの余力がない。

（保健師） 2.養育支援訪問事業の先進事例を紹介して欲しい。自治体での助産師の確保。 3.母子にかかわる職員の資質向上

のため、研修に参加させたいが、負担金が大きいと参加できない。 4.地方で（県単位）負担金の少ない研修を企画して欲しい。

1．市町村においては、障がいの有無にかかわらず、子どもの育ちを保障し、なおかつ健全な親子関係を築くために、トータルで

支援する部署が必要だと考える。2．都道府県が設置している専門機関である発達障害支援センターの整備をしてほしい。福島県

では、センター長すら不在の状況である。早急に!!

①発達に関する専門医への相談体制の充実。②集団保育への受け入れ体制の充実。③妊娠から出産育児までの切れ目のない支

援体制（妊娠・出産の包括支援）。④行政職としての発達専門員の配置。⑤要対協のあり方の検討。課題を共有して実践に結び

つける。⑥発達支援に関して、衛生（保健）部門と教育部門との密な連携を図れる体制。

Fa、支援は、行われているところも、地域としての、発達障害児者人の理解のところや、受け入れについては、整えていく必要があ

ると思いました。

ここ数年、発達に課題のある子の親が叩いてしまうetcという相談が増えました。言える環境になったのか、親世代の耐性が弱く

なってきているのか両方なのか?と思います。離婚も子どもが原因というわけではなく、健常児の親でも増えています。それだけが

原因ではないですが、不登校・素行不良の子も多い印象を持っています。子どもに発達障害がある場合、親もちょっと「?」という

人の場合、トラブルが発生しやすいです。そういう人の場合、制度になかなかのりにくいので、誰かとつながれるとよいと思いま

す。ありきたりですが、相談の場の情報提供と関係機関の連携が大切と思います。小さい市なので、PHN、児童CW、障害CW、生保

CW、保育園、子育て支援センター、家児相etcとすぐ連携がとれるのはありがたいと思っています。

このような子どもの相談・支援をする「発達支援センター」の設置を義務付け、それに伴う予算措置をきちんと行うことだと思う。

各自治体独自で事業を継続していくには人的・財政的に限界があるように思われる。特に、医療過疎地の自治体や、財政的に余

裕のない自治体にとってはなおさらである。

この調査がどのように生かされるか、よくわかりませんでした。ペアレントプログラムを実施しても、お母さん自身が子どもの発達

をきちんと理解し、子に応じた関わりをしていかないと、あまり意味がないのではないか。その時だけ、母が元気になっても根本

は解決しないと思う。

それぞれの相談機関や保育園、幼稚園などの子どもが通う施設がそれぞれの役割を理解し、他機関の役割を理解していくこと

が必要だと思います。お互いの役割やしくみを理解していないため、本来すすめなければならない連携がうまくいかないことも多

くあります。他職種で同じ研修を受ける機会を作ったり連携がうまくいっているモデルを学ぶ機会があるといいと思います。増え

てきている相談に対応できる人員を増やすこと、又難しいケースも増えてきているのでアウトリーチ支援を受けられるしくみ作り

をすすめてほしいです。

たてわり行政であり、保健（母子保健で幼児の発相、支援まで担っている）、福祉、教育が別々の窓口になっている。母親はどこ

に相談にいっていいかわからずに悩んでいることが多い。窓口の一本化、情報が一元化できるよう、保健、福祉、教育が一体と

なって小さい頃～大人になるまで継続してみていく課が必要である。保健サイドで上司に必要性を伝えても教育サイドで必要を

感じていない部分も多くなかなか現状をわかってもらえない。国から発達が気になる子どもやその親への支援を充実させていく

ため母子保健から大人になるまで継続した支援ができる体制を整えるよう示してほしい。また健診（1.6才・3才）での心理士のの

活用を必須にするなど。

ペアレント・トレーニングやピアカウンセリングが重要である。

ペアレント・プログラムなどの考え方や認知行動療法的なとりくみは、必要だと思うし、子育て中の保ゴ者の方には知ってほしい

と思います。しかし、現場で実施していく困難さを感じます（保健師が、プログラムを実施する職種かな？という疑問と、保育士に

担ってもらいたいが、人材がいないなど）県内で何か所か、定期的にプログラムを実施して頂ければ、参加しやすいし、グレー

ゾーンで困っている保ゴ者の方には、紹介しやすいです。（予約がたくさんのHPの順番まちなどの際にも）

ペアレントトレーニングは保護者向けに10回セッションで3期生が終了しました。3月はフォローアップとして１～3期生のお母さん

に声をかけ、復習とおしゃべり会を行い、好評でした。先生向けにも3年前から、幼稚園や保育園の先生にもティーチャーズペア

トレを行っています。平塚市がペアトレで、お母さんや先生たちに元気を与えたいと思っています。和久井

ペアレントプログラムのほか、受け皿として、いろいろな親と子の関わり方の学びを深める手技を収得する講座があるとよい。母

の不安をうけとめる家族の支援として、父（等）のワークシェアリングやレスパイト、ホームヘルプサービスなどライフスタイルに

合った支援事業の選択が可能なこと。

マンパワーの確保及び充実。自分から支援を求めることができるケースはまだ良いが、そこにも至らないケースは、支援する側の

マンパワー不足の環境下ではますます埋もれていってしまう。じっくり、根気強く関わっていくことができるだけのマンパワーが確

保されること、また、それら支援者のスキルアップをする機会があることが望まれる。

安心、信頼できる制度や仕組みが必要。それには提供者側の人員確保とそれなりの保障が必要。また、それには人作りも必要に

なると思います。

育児力が低下しており正常発達の子どもの親でさえ、育児不安を訴える親が少なくない状態です。発達が気になる子や発達障害

の子どもも増え、その子達を保障していく機関もいっぱいな状況です。専門医療機関がなく診断を受けるには遠くまで行かなけ

診断をうけたあとに、家族が障がいについて学べる場が必要と思います。経験した事例では、特に母のメンタルヘルスには、同じ

家族内の父や祖父母の理解があるかどうかが大きく影響すると思います。 ・5才児健診が法定健診になること。

・発達障害児の罹病率10%と言われている中、集団生活の基本であるすべての保育園、幼稚園で障害児保育を実施できるよう

に、障害児担当職員の人件費を国が全額補助する制度を検討してほしい。・障害児が児童発達支援センターと児童発達支援事業

所の2ヶ所を併用利用するケースがある。同一日の利用でなければ制度上問題はないが、療育の必要な児童がセンターと事業所

のどちらも待機扱いになるなど、一方は100%利用し、一方は通える場所がないという矛盾も生じている。児童発達支援センターと

児童発達支援事業所の併用(肢体などPT・OTの専門的なリハビリが必要な場合は除く)は、制度上認めないか、児童発達支援セ

ンターに通う4才以上の児童は毎日通園を基本とするなどを検討してほしい。

・保健、福祉、教育の途切れのない支援が行なえるよう、人材育成やアドバイザーの養成が必要である。・他県で実施している研

修が全県で受けられる制度にしてほしい。・療育支援を行うにあたり、臨床心理士、言語聴覚士を市単独で委託しているので助成

制度が必要である。（社会福祉課）

・保健センターでは業務が多く、家族・子どもへの支援を十分に行えない状況です。・気軽に子どもの発達相談や家族のフォ

ローができる場所が必要と思います。・発達が気になる子どもの養育者が精神的疾患による養育力の弱さが感じられる事例が多

くあります。このため家庭訪問をしても養育者から困っていることはないと返事され、支援が困難なことが多 あ々ります。そのため

強制的に介入できる何らかの仕組みがあればよいと思います。・情緒障害児短期治療施設が本県では、平成27年度に開設予定で

準備が進められているようですが、早期に治療、訓練を受けられる施設の整備が必要と思います。

・保護者が子どもの定型発達や発達障害の特徴等の知識を学べる場が必要。 ・保護者が、場面に応じた子どもへの対応など、

具体的な関わり方を学べる場が必要。 ・支援を必要としている保護者、家族は多いが、それに対応できるスキルを持った職員

は決して多くはない。家族支援のスペシャリストを養成するシステムがあると良い。

・母子通所の療育施設は数に限りもあり、質的にも差があるのが現状です。女性の社会進出も進んでおり、乳児期から保育施設へ預

けている場合も少なくない為、園の保育士等がもっと療育のスキルを身につけ、保育モデルの療育が活発になるとよいと思います。

・母子保健事業の中に半強制的にペアレントプログラムをとり入れる。・保護者の状況や障害の受容等それぞれに応じたきめ細

やかな支援が必要と思います。保護者のタイプとそれに対する支援方法についてまとめてみました。タイプ1.保護者が、受容し、

自ら行動できる場合→行政が実施する教室、ペアトレ、療育にすすめる　タイプ2.保護者が心配しているものの受容できない・

家族間の調整が困難、自ら行動できない場合→家庭訪問や個別の関わりが必要、幼稚園等で適切な関わりをし、成長発達を促

す。タイプ3.保護者が否定的な場合→幼稚園等で適切な関わりをし、成長発達を促す。保護者との信頼関係を築きながら少しず

つ理解をすすめる。

・母親がパーソナリティ障害の方が多く、そのような事例に対して苦慮している。また、母親が発達障がいである可能性のある

ケースも多く対応について学べる機会があると良い

・本件に関する行政担当課にかかる人員等基準の制定。・上記担当課職員の権限強化ex調査権、立入検査権、所要の執行権の

付与。・「特別支援保育園」の整備

・幼稚園、保育所の職員配置基準を「どんな園にもどのクラスにも支援の必要な子はいる」という考えを前提としたものにする。又、

担任外にコーディネーターを置き、保護者相談にあたれる仕組みをつくる。 ・支援者の研修の充実。具体的対応よりも家族の精

神的健康に目を向けた内容で。 ・幼保小、障がい担当、こども政策担当、保健部門でケース検討会を行ない事例から学ぶ機会を

もつ。 ・発達障がい者は、既存の制度や障がい福祉サービス単体では支援が難しい。 ・発達障がい児の早期発見、対応につい

て自治体の健診の場だけでなく、地域医療機関の役割を明確にする。 ・多動で、攻撃的な特徴のある子をもつと、どこにも出てい

けず、ひきこもりがちになってしまう方がいます。発達障がいの子が地域で広く受け入れられる仕組みが必要だと思います。

・療育機関の中に家族相談員の方をおいて頂いて、継続的な保護者支援の体制や、ペアレントトレーニングを行って頂けるような体

制が整っていけると良いと思います（子供と保護者を一緒にみて頂くような）。・療育をする場がいっぱいのため、子供さんのことが

心配でどうかしていきたい思いがあっても、支援がうけられないこともあるため、どうか、人数を増やして頂きたいです（町の予算で

は無理と言われました）。・発達障がい児の支援の専門の職種を統一して、頂き、地域で活躍していって頂けると本当にありがたい

です。コーディネーターという役割はありますが、いろいろ関連している機関との連携体制は整っていない現状にあります。

・療育施設や相談スタッフが圧倒的に不足している。適切に診察、助言できるDr.も少ない為、保護者一人一人の支援が限られて

しまう。・就園、就学等の節目において、園や学校でどのようなサポートを受けられるのか、大半の保護者は知らず、不安感が強

い。個人情報の問題もあるが、保護者の同意が得られた場合、1からまた今までの経緯を説明しなくても良いような、システムづく

りが望まれる。

〇市民健康部　健康推進課　保健指導係　母子保健事業が市町村実施主体となってから、市町村格差が生じているのに危機

感を抱いています。沖縄県内では「発達障害や子育て支援は保健師の仕事ではない」と断言して、全く取り組んでいない（保健

師の関与ない）市町村も多くあります。本市では、発達障害の早期発見・早期支援及び子育てに困難さをかかえる親子の支援を

実施してみて、親子の変化等、その重要性を実感しておりますが、それを数値価して評価しにくいため、他市町村の保健師へ伝え

ていくことに困難さを感じています。どこで生まれても同じ支援体制が受けられるような整備が必要だと思います。〇別紙資料添

付　「糸満市発達障害児者支援体制整備に係る取り組み」
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現在、相談・支援が各部署にまたがっており、縦割となっているため、相談・支援の部署を一元化することが望ましい。保健・福

祉が一体となり情報連携していくのがよい。

現在、年長児対象の療育教室実施時に保護者への情報提供やHPプログラムを簡単にしたようなプログラムを実施しているが、こ

れらが、児童発達支援給付に位置づけられ、財源の裏付けが得られれば有難い。

現在子どもの施策は複数の部署が担い　又、民間事業所も専門的支援を行なっている現状です。育てにくさを抱える発達障害

児には本児と家族をどの様に地域で支えていけるのか、という視点では自立支援協議会の子ども版を作っていく必要があると思

います。（障害者施策課）

厚労省の職員が、実際に現場で体験しないと、現場では何に困っているのかわからないと思います。机上だけで、制度や仕組み

を考えないでほしい。厚労省と文科省がもっと連携して色々やってほしいです。

行政としては、様々な組織が情報を共有しつつ、各課の強みを生かしながら発達支援や家族支援・虐待予防に取り組んでいくこ

とが重要だと思う。しかし、相談件数などの増加やグレイゾーンの増加など行政だけでのサービス提供には限界があるように思

う。そのため、行政だけでなく、地域で見守る目を育てたり、気軽に利用できる場など、気になることの有無に関わらずサポートで

きる様な仕組みづくりが必要だと思う。専門的な相談や対応が必要だと思われる際や、ちょっと気になる様子をキャッチした際に

は、早期に行政などへ連絡できる仕組みづくりをしていく必要があると思われる。

行政機関がもつ個人カルテのようなもの（記録）情報の引継ぎが上手く機能しないこともあるので、同意が必要だけれども同意

が得られにくい場合の方が多いので同意なくてもあげればよい。行政側が一貫して支援できる体制づくり（就労までになるのか）

子育て支援課、出生、育児、教育、保・幼・小・中・高とか一貫して支援できる体制が必要。文章が乱雑になり申し訳ありません

今後は、発達の気になる子を発見した後の療育の充実が重要になってくると考えます。支援の充実のために心理士、言語聴覚

士、理学療法士等の専門職の行政配置を望みます。また、ペアレント・プログラム普及に向けて、保育士へのプログラム普及が必

要であると考えます。

子どもの定型発達の理解、発達障害（特に軽度）に対する理解が専門職（保育関係者、教員など）に不足している。早期に手厚く

することで成人になってからの安定した生活につながることを認知するべきである。→継続したシステムの構築。 母の育児負担

に対し気軽に預けることができる場の提供（低額、病児保育、夜間保育など） 母への就労支援（シングルマザーが育児をしなが

ら安心して働ける場の確保） 企業の障害に対する理解の促進。

子どもの発達が心配で専門病院を受診したくても、数ヶ月～一年待たなければならない現状がある。その間に子育てのしづらさ

で母親がうつ状態になったり、虐待に発展する場合があり、受診や相談をしたい時にすぐできる体制が必要に感じる。（その相

談を市町村で受けるには、とても難しい。児への対応の仕方など児によっても違うので答えられない）そのため、専門病院で受診

までの相談対応（場合によっては出張訪問も）が十分にできるように、今まで以上に専門職（心理職、ST、PT、OT、PSW etc,）を雇

用できるよう財政措置をしてほしい。発達小児科の個人病院は、他科に比べ、一日の診療可能な人数が極端に少なく、経営が厳

しいとも聞く。ただでさえ、小児科のなり手が少ないのに、発達小児医が増えることは考えにくいので、医師をフォローする体制を

整えてほしい。ちなみに、発達障がい者支援センターが少しずつ増えているが、広域に1ヶ所であり、成人も子どもも対応されてお

り、間に合っていない印象をうける。

子を育てている親がおしゃべりをする場がない。（発達支援に来所されているお母さんは、手いっぱいで毎日を過ごしていま

す。）子からはなれて、悩みをもつお母さん同士でのおしゃべりの場があると良いかと思います。定期的におしゃべりの場を設け

られることで、その日を楽しみにして、子育て中も我慢ができたり他のお母さんの話を参考に子育てができたり、悩みをもつお母

さん同士の関係も深まる等して支え合い、育児負担もほんの少しかも知れませんがやわらぐのではないかと思います。社会全体と

してまだまだ障害の壁が大きいのでもっと理解がすすめられると良いと思います。

子育てに関わる機関の発達障害、虐待への理解と、家族の相談にのって他機関につなげるマネジメント力の強化。・母親がだれ

かには話せる環境づくり。・相談された人が、次の行動にうつれるネットワークづくり。虐待している親に向きあう専門職（心理士

等）の介入

子育ての困難さの原因に、発達障害も一つとなっていることもあり、保護者がそれに気づき、周囲も対応できるようにするには、

社会的な発達障害の認知度をあげる必要があると思います。そして、障害の特徴からみた、保護者含め周囲のかかわり方を助言

できる専門スタッフ（臨床心理士等）が、もっと地域にいると良いと感じています。当町の圏域は臨床心理士不足の現状です。ま

た、児童精神科についても、外来が常に飽和状態であり、専門医が、もっと必要に感じます。保護者への支援としては、子どもが

社会生活を送る上で、切れ目のない（保育園・幼稚園→小学校→中学校→高校→就職or進学という流れの中）よりそった支援が

受けられると、良いと思います。

子育て支援～虐待予防まで、ペアトレは有効に思うが、マンパワーの課題がある。個人情報の課題はあるが、乳幼児期～成人ま

での切れ目ない支援ができるような連携が必要（特に親に問題意識がない場合、子どもの発達保障ができない）

市全体で支援体制を組織化し、進めている現状であり、今後は充実に向けて努力していく。

市町村の財政状況が厳しく、人材確保に難しい。地域に医療機関（専門）がなく県全体にしても数が少なすぎると思います。

市町村レベルで体制を整備することは人口や社会資源の状況で様々であるため、都道府県のレベルで、細やかな地域割をおこ

ない、充実していない地域への支援を整備することがある意味義務とならないと厳しいと考える。

育児力が低下しており正常発達の子どもの親でさえ、育児不安を訴える親が少なくない状態です。発達が気になる子や発達障害

の子どもも増え、その子達を保障していく機関もいっぱいな状況です。専門医療機関がなく診断を受けるには遠くまで行かなけ

ればならずかつ専門医も少ない状態で、診察まちの状態です。トータルで支援していくためには、ハード面でもサービスがない状

態です。 発達障がい者支援法が出来ても、この法律の中には、どの市町村にも発達障がい等の診断のできる医師が必ず1人以

上は居るという様な縛りのあるものではないので、縛りのある法律にして欲しい。＜1人以上は難しくても、各市町に1週間に1回は

必ず巡廻で来てくれる。又は、来なければならない等の縛りがなければ、田舎の発達が気になる児や者は、困り感を持ち続け、増

える一方です。＞医師確保には財政豊かな市町は良いですが、財政的に難しい所には医師が来ません。 大都市もしくは比較的

都会は、多くの医療機関があり、多くの医師が見えますが、田舎は、限られた医療機関で、発達障がいの専門医が殆ど居ない現

状です。 どうしても必要になると、遠くの都会の医療機関を紹介するような状況です。公共交通機関、例えばJRなどの駅に出る

までに車で1時間以上かかりそこから電車で1時間以上乗って地下鉄など使いたどり着くまでに3時間近くかかってしまう状況があ

ります。近隣の市にある、県から発達障害専門外来設置医療機関に指定されている病院の予約を取るのに宝くじに当たるより難

しく、とても大変な状況が続いております。 医学部で発達障がい専門医の養成をお願いしたい。＜発達障がい専門医を養成と

いうことで医学生の募集人数を各大学で10人ずつ増やす等・・・＞また、発達障がいを診てもらう診療報酬単価も上げてもらう

と、専門外来を目指す病院や医師も増えるのではないかなと考えます。

課題や問題をかかえている子育て家庭への相談支援は、時間も人の手も必要です。その他には、体制を整える予算は不可欠で

す。H．25まで利用（100%補助）が、廃止、及び、国の1/2補助と移行する等、今後、体制や事業内容の充実を考える上で、不安が増

しています。補助事業が、低下しないようにと願います。

各市町村において幼児、小学生までみられる療育の場の確保、又近隣地域で核となる医療専門機関の配置、中学生から成人が

定期的に通える相談の場があると、子どもが所属する社会に参加しながら、フォローが受けられ、親として安心できると思われ

る。又、これからは教育とのつながりを密にして、子どもの生活をささえていく働きをもつ。幼、小期においての療育は親をまきこ

んでいくことも大切で子どもの環境を整えるうえで親の細かな悩みや、かかわり方を伝える所として、機能していく必要がある。ま

わりに、福祉サービスの充実や、専門療育機関（私設でよい）訓練期間が気軽に利用できるように整備して欲しい。

各自治体で「発達支援センター」なるものを設立しはじめています。自治体の財政力の差もあり専門職の配置が困難です。立ち上

げ時は、特にベテランが望まれますので、人材の確保と給与の確保が必要です　他国では発達障害の親子に心理士を1人つけて

フォローしているとも聞いています。国の方は既に御存知のことと思いますので是非実施していただきたいと思います。

学校と行政で情報共有をしたり、支援の方向性を一緒に検討できる場が必要。また、行政内部でも複数の課が関係することも多

いため、総合的な調整役の位置づけが必要。

学校教育では活用されはじめていますが、子どもの産まれた時からのプロセスシートを活用できれば、乳幼児期→幼稚園・保育

園→小学校→中学校．．．と情報を切らすことなく伝えられると思います。そういった情報があると担当の先生などが子どもの発

達ののびなどよりみていけるのではないかと思います。

関係機関（部署）が　ネットワークを組み、連携をとること。地域支援の拡充と充実。

関係機関との連携(連絡調整)が今後も大切になると思います。

岐阜市では、子どもに関する相談機能の所管部局の縦割りによる課題解決を図るため、子ども、若者に係る相談、支援機能の一

元化を図る「子ども・若者総合支援センター」を開設予定。(別紙資料参照)これにより、例えば虐待ケースの背景に子の発達の問

題がないかどうかなど、多面的にケースを把握する等のシステムを検討していきたい。

気仙沼市本吉地域においては、小児神経学会の岩坂先生の指導の元、ペアレント・トレーニングが導入された。担当の先生と共

に保健師が入り、フォローは地元の保健師が行っている。自治体だけでなく、関係機関との連携を強化し、情報の共有化を図っ

ていくことが重要であると感じている。

虐待予防には妊娠中の母の状況を把握する。健診等で発達に問題がある場合又は問題ではないが少し気になる場合直に診療

所につなぐ（検査までに6ヶ月～1年待ち検査機関増を）早期発見できる機関があればいいと思う。母親の精神に問題が有る場合

は病歴を確認できると良いと思う。保育園や幼稚園利用児の発達状態の情報共有。

教室なども、母親の状態や子の成長に合わせて、グループ分けできたりするとより、合った支援ができると思う、母の不安が強い

タイプ、子の発達障害などに応じて。母子で通えて、子どもの成長を肯定的にフィードバックしてくれることで母が安心できたり、

子のそれぞれの成長を実感できると思う。当市においては、療育の場が充実してくることが重要です。

件数が少ない分、行政自身は経験不足なので、同じ圏域内の事例について共有したり対応方法や流れを知る機会があると良いと

思います。

健診だけの情報では、気になる児の把握は難しいと思う為、町内の園や子育てセンターと情報共有をしながら、委託相談支援事

業所の専門家の協力を得て、児や家族の支援を行っています。地域で見つける「目」を養うために、園の保育士や行政の保健師

等を対象とした研修会、あるいは講師の派遣を行っていただきたいです。

健診後のフォロー親子教室のように、より敷居が低く母の気づき支援となりうる場の充実。また、必要時は、まちの療育へ。保育

園等でのフォローで大丈夫な児は、支援センターや保育園、幼稚園へつなぐシステム。

現在　担当課にて、制度や仕組みの構築をおこなっているところです。
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専門職、特に保健師・保育士は、直接親や子どもに関わりますので、専門知識のみでは、対応できかねます。「発達障害」という

そのものの視点や考え、家族への配慮など、まだまだ未熟な知識の人が多いと思います。学校（保健師や保育士資格を取得する

ための）では、より専門性を持つことは難しいのが現状です。やはり、保健師や保育士の中でも、住み分けをして、研修制度を取り

入れるなどし、高いスキルを持った人材を増やすべきだと思います。多くの事に対応できる専門職は万能であると思いますが、よ

り専門性を持ち、長い時間・年数をかけて取り組む良さもあると思います。日本の教育は、多くを求めすぎ、専門性を見失ってい

るのではないかと思われます。「発達障害」をなんとかしていこうと考えるなら、今ある専門職が、より専門性を高め、高上してい

かなければ、誰も対応できないと思います。保健師や保育士のみならず、専門職は、その中でも、より専門に扱う人がいても良い

のではないでしょうか？技術や知識の向上は、学習や研修だけでなく、経験することにとても意味があり、発揮できると現場では

感じます。経験があっても、資格がないと役に立たないのに、資格あっても、何もできなければ、プロとは言えないと思います。

（現場では、資格より経験により活かされる事も多いのです）もっと現実を見て欲しいです

早期に相談支援を開始することは、虐待予防につながっていると思う。特に母親の子育てに対する孤立感は高ってきており、子ど

も自身の特徴として発達障がいを疑われる子への子育ての困難さを訴えるケースも増加している。今後も1つ1つのケースを大切

にしながら途切れなく支援をしていく相談業務を継続していきたいと考える。また、母親同士が日頃の大変さを共感できるような

機会が多くあるとよいと思う。当人同士のつながりを大切にピアカウンセリングのような効果を期待したい。

相談、訓練の役割を明確に整理し、保護者に分かりやすく説明すること。待機児童が増加し、また母親の社会参加の促進がいわれ

ている中、一方で保護者が子供としっかり向き合うことも大切であり、そのケアを重点的に行うことが療育の基本と考えている。

相談から子どもの発達支援までを行える場が近くにない。療育機関の受診前に、利用できるところが必要である。

相談をする場に療育など必要な分野が集結するなど、より連携しやすい体制を望む声がある。

大津市では、従来より乳幼児健診による障害や発達障害の早期発見・早期対応を行ってきましたが、現在の育児不安の高い母親

の多さや家族の子育て状況のきびしさを考えると、子どもの障害の受容に大きなハードルがあることを感じます。診断等をすす

めるのは就学前になっています。市独自施策として発達障害の疑いや発達の支援を必要とする子どもへの早期療育の場を子育

て総合支援センター内につくり、「子育て支援」の枠組みで療育を行ったり、「子育て広場」的な親子あそびの教室で支援を行っ

ています。こういった診断や「障害としての覚悟」をせまる前の段階での施策に対して、国よりの補助は何もありません。ゆらぐ段

階での保護者支援こそ、手間も時間もお金もかけるべきだと思います。「子育て支援」と「障害者支援」の垣根をなくすような、利

用しやすいが専門性もあるという施策が不可欠です。

担当者の家庭訪問やTELでの様子伺い等を頻繁に行う。親子で気軽に出入りできる場(サロン）を設置し対応する。専門機関や療

育の資格所持者へつなぐ。

地域で支援しているスタッフへ、定期的な研修やアドバイスを行う専門家の育成と配置。研修も単発のものではなく、スキルアッ

プをめざした継続したトレーニング的なもの。

地方などでは、対応がむずかしいため、適切な施設で支援を行うため、国が家族を含め、衣食住すべてを保障して適切な支援を

行うべきと考えます。

中心部から離れた地域には資源が少ない。自分たちで資源をつくる（掘りおこす）のにも限界がある。子どもの数は少なくても、

問題を抱える子どもや家庭は増えている。各地域での支援体制づくりをサポートする制度がほしい。

町内には発達障害の子どもをもつ家族がサークルを立ち上げ、お互いに励まし合い、交流しているので、さらに自治体によるサ

ポートがしやすい仕組みづくり。（学習会などへの補助金など）

当地域は児童発達支援センターの設置が遅れているため、設置にむけた早急な対応、あるいは関連の情報を提供してもらえるよ

う、支援・指導等をお願いしたい。支援機関は情報共有や情報の引継ぎが重要である中で、特に児相等の機関からの情報入手が

困難なため、関わりの深い機関（ライフステージごと）へ子どもの成長に伴う情報を提供できるよう、個人情報保護の弊害を除く

仕組み作りがあればよいと思う。

当町では、発達障害児（グレー・ゾーン含）の支援として、町内の公立、私立園児の連絡会を園、保健師、心理相談員、●●、こども

係で年中児（4歳）から行い、就学前相談につなげている。上記「Ⅴ」の意見ではないが、年 フ々ォローする児童＆家庭が増加する中、

保護者が「困り感」を持っているのにも関わらず、保育士等に何も言わないケースがあり、支援する側としても、困難である。

当町においては発達障害そのものや、その支援のためのネットワークや連携の必要性についての関係機関の学習の場が必要

である。

当町には、一時預かり保育ができる資源がないので健診でグレーゾーンと判断したときに、親の受容や気づきを促すための小集

団療育的体験利用にまずつなぎ、専門的な相談支援をすすめていけたらと思っている。要観察児の健診事后→おためし療育一

定期間利用→評価・基づく子育てポイントアドバイス。医療？or障害？

当町は規模的に小さく、個人の見える活動が可能です。保健師、発達支援センター、子育て支援センター、保育園、教育委員会、

児相、白糠療育センター等、随時連携して支援ができています。一人一人に手厚い支援が(本人達が望めばですが)できていると

思います。(個別支援、関係機関の情報共有等)

特になし

乳幼児期～就学前まで途切れのない支援、体制づくりができるよう横の連携を図る必要があるかと思います。

支援を必要とする家庭が多くなり、支援者の手がまわらなかったり、困難ケースに対応しきれなかったりします。就学前後で家族

支援の体制に違いがあり、途切れてしまったり、学校だけが抱えていたりすることがあります。ペアレントトレーニングに関して

は、必要と思う人に参加しやすい環境が作りにくいために参加につながりにくさがあります。（保育所等に通っていて、保護者が就

労しているなど）個別相談の中でもペアレントトレーニングの考え方を伝えていく必要はあり、相談支援者の力量をあげていくこ

とは支援に直接つながるものと考えます　支援者が孤立せず、子どもや家族に寄り添える支援ができるよう地域ができることを

考えていきたいと思います

資格保持者等専門職配置制度。

児童発達支援事業の利用を進める際、経済的な理由により利用につながらないケースがあります。児童発達支援事業の保護者

負担が無料になるように国で制度化することを望みます。「障害児通所支援」より、発達が気になるこどもから、利用できること

を前面にうちだし、「発達支援通所事業」などに名称変更できると保護者に利用を進めやすくなります。

児童福祉法による児童発達支援事業を利用するためには、福祉的な行政手続きが必要なため、保護者の受け止め方によっては

利用につながらない場合があることや、地域子育て支援センターでは、児の状況によっては効果的な関わりが持てなかったり、母

親も他の子ども達と我が子を比較することで好ましくない影響が出る場合もある。そのため、発達が気になる子とその親に対する

支援が身近な場所で気軽に利用できるような場を作ることが必要であり、民間力の有効活用、人材育成が必要かと思われる。

若いパパのストレス耐性のひくさが気になります。Abuse.DVの温床です。若いママの孤立が気になります。男性の働き方の見直し

がすすみません。

周囲の理解が必要だと思います。園や学校で、保護者支援がしっかりできるような体制づくりができれば、と思っています。又、

家族の精神的健康の保持という面では、関係機関との連携、情報の共有が重要と考えます。

就学後に療育支援や相談が受けられる専門機関がない。医療機関は治療が主の為、服薬が必要ない子に対しては、親は望んだ

アドバイスが受けられていないことがあります。日常生活に沿ったアドバイスが受けられる機関があればと思います。

出産後の母親支援を、充実できれば、母親の子育ての不安、子どもの発達について、もう少し、よりそった支援ができると考える。

たとえば新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問に加え、1～2か月を対象にした、ベビーマッサージ、BPなどの教室も有効と考え

る。また、子育て支援センター、地域の保育園と、一緒に、このような教室を取り組むことで、お母さんが家族への支援が、浸透し

やすく、係わる側もいろいろな方と連携・共有できるのでよりよい支援へつながると思う。保育士さんの資質をあげるためには、

まず身分保障、賃金の値上げを、行政が後押しできる体制も必要かと、個人的には考えます。

出生から18歳までの成長が確認できる相談支援センターの設置を期待したい。保健師、発達相談員、心理職等が常勤しているこ

とで、保護者の相談を受け、必要に応じて専門機関等と連携をし、家族が社会から孤立しないように心掛けていくことが望まし

いと考えます。当県では、児童精神科医の不足を実感しているところです。

出生から就学まで、一貫した支援ができるように。専門職(臨床心理士、ｅｔｃ)の常勤を。

小さい村で専門スタッフと言えるのは保健師のみという状況のなか、子ども、子育て支援の大切さについて、日々悩んでおります。

発達が気になる子どもたちは、多くが気になる大人になって行きます。「みんな違ってみんないい！」と大きな声で言いたいところ

ですが、一緒に働く仲間にも余ゆうがなく、とても困難な場面が多くなって来ています。「特別な理解と支援が必要である発達が

気になる子ども、そして親」の十分な理解が、住みやすい地域を作りあげて行くこと、特に自治体のトップへのメッセージとして伝

え続けていただくこと、願っています。

小規模市町で出生数は少なくとも、近年支援を要する親子は増加していると感じている。虐待予防の視点においても見守る必要

もあることで他業務と兼務で対応するPHNたちにかかる精神的負担は大変に多い、専門に対応する部署、スタッフが必要と思う。

抑うつ傾向の母親は出産後に専門医療機関を受診させるとほとんどが「産後うつ」と云う診断名がついてくるが、面接していると

結婚前の若い頃より心療内科受診歴もある人が多く、支援、見守りに苦慮することもある。人格的な問題の母親も目立つ。

障害児通所支援事業では、療育に対する職員数が十分に確保できない現状があり、療育内容に合った職員配置が必要である。

親の子供への接し方で、かなり、子供の様子が変化してくる。親の子育て力が低く、訴えの多い人も多く、子供支援より、親への対

応に時間を要する。

精神疾患をもつ保護者への支援として、育児・家事に長期間利用できるホームヘルパー派遣があればと思います。障害福祉の制

度では、「本人に対する支援」とされ、育児に対応できない。児童福祉の制度では、利用に、子どもの年齢制限や、年間、1回あた

りなどの上限が設けられている。また、支援者も、精神疾患をもつ人に対応するための資格や研修の義務付けがない、などの問

題があります。

精神発達を診られる医師の確保。1．乳幼児健診。2．地域での医療機関。グレーゾーンの子が通いやすい療育の場ができる。児

童発達支援は児童福祉法に規定されており、利用に当たり手続きが必要であるが、書類に「障害」と載っていることにより、グ

レーゾーンの子の保護者の抵抗感のため利用しないことがある。グレーゾーンの子も通いやすい手続き方法にして欲しい。幼稚

園・保育所・学校に子どもの発達の相談支援ができる専門職の配置。幼稚園・保育所・学校での複数担任の配置。発達障害児

にも対応可能な一時保育・ショートステイ・学童保育

切れ目のない支援を行うために、チームを組んで定期的に支援していくしくみがあって、きちんと機能できると良い。

専門機関や扱う医療機関が少ないため受け皿を増やすよう取り組みを希望する。
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発達障がいの子どもをもつ家族は、育児不安や困難さが、大変大きい場合が多いです。行政等の支援ネットワーク（専門職）以外

で、親同士のつながりやネットワークにより、親でなければ理解できない困難さを共有しあえる場も支援体制として有効だと思い

ます。（育児で疲れている保護者に負担のない方法で） （健診後フォローの親子教室の一環として保護者同士の交流会を短時

間ですが、開催しており「ほっとできた」「子どもと離れ、親同士でゆっくり話ができた」と好評です。お母様方の表情が明るくな

ります。）

発達障害などの知識の普及により、理解してくれる住民を増やす。

発達障害について、正しく理解してもらえるように啓発（家族が問題意識を持てるように）

発達障害に関する支援の取り組みや家族からの相談は各都道府県に設置されている発達障害者支援センターが軸となっている

が、このようなセンターが身近にない自治体にとってはその利用が難しく、気軽に相談ができないと言われている。従って、住民に

とって身近である市町村で取り組みが進むよう制度や支援体制の充実に努めていただきたい。

発達障害に関する認知・理解が少しずつ広がっていて、母親自ら、早期療育を希望するケースが出つつあります。一方で「発達が

気になる」「発達障害」を受け止めるのに時間を要するケースがあります。3歳の子が保育園に行くのがほとんどあたり前のよう

に、発達が気になれば相談や教室への参加、療育等がごく自然に行えるよう敷居を低くするため、更に発達障害の啓発や発達障

害の子達の健やかな成長が保障され、個性として尊重される社会通念を築くことが必要。

発達障害の子たちの発達を促す専門的な場や、園や学校等の医療的助言があるとよい。

発達障害は3歳児健診ではスクリーニングできなかったり、又、保護者が認めていないなどもあり、支援できないことがあります。

5歳児健診が必要と思いますが、健診後の受け皿(ペアレントトレーニング、教室、教育との連携)が重要ですが、マンパワー不足に

思います。(特に心理職)

発達障害児(者)の支援は、障害の特性から保健、医療、教育、福祉が年令に応じ長期的に支援する必要があるため、発達障害児

(者)に特化した専門部門を設置して取り組むことが望ましいと考える。

発達障害者支援センターでの個別フォローの充実。特に就学前の対家族・児（本人）への積極的支援。

発達上の問題の有無に関わらず、子どもに必要なものは安心した時間を過ごせる空間。そのために必要なものは家族(家庭)の安

心し安定した暮らし。待機児童問題など目先のことばかりにとらわれず、子どものこころに必要な育ちの環境をどのように保障し

ていくのか、社会の構造を変えていかなくてはならないと思います。私感になりますが、子どもを授かり産むことができるのは女

性のみです。母子間の絆を育む期間(機会)が、社会的にも経済的にも、もっと保障されるべきだと思います。

不適切な養育が発達の課題を生み出すケースがある。親教育の必要性を強く感じる。

福祉、保健、教育分野での連携体制において、どの分野のどの職種の方が軸となって仕組づくりがスムーズにいくのか。

平成20年度から発達障がい児支援事業で保育所等の巡回相談を実施してきた。平成23年度に、支援の対象を拡大し、幼児期か

ら成人期にまで拡大し、一生涯にわたる相談支援を行うための専門部署として、発達支援室を開設した。発達障がいの診断の有

無に関わらず、課題や困難さを抱えて相談を寄せられる件数が増加傾向にあります。又、全く気付かずに学齢期でつまづいてか

ら相談につながる例も少なくありません。そこで、現行の乳幼児診断や母子保健事業だけでの対応は困難であり、早期支援のた

めの5才児健診を法制度化する等の対応が急務であると考えられます。法制度化が困難であっても、補助事業などで選択的に実

施できるような対応が必要であると強く感じています。早めに、親御さんと共に同じ方向に向かって応援することで、不必要なつ

まづきを親子ともに予防することができればと願っております。

保育の充実。働いていなくても、子供をいつでも預けることができれば母親の育児、負担、ストレスが軽減できると思います。しか

し、保育士がたりない。募集しても集まらないことが小さな町では、起こっています。又、私立への国の支援がないため、発達が気

になる子や障害のある子の支援員（教員）が確保できず、入園できないこともあります。発達が気になる子、障害の子の母も育児

力が弱い、コミュニケーションをとることがにがてとするケースが多く、具体的には家事や育児援助をしてくれる（親のかわりに病

院につれていく、買い物に行ってくれる、家事のし方を教えてくれるなど）サービスがととのえられるといいと思いますし、経済的

に余裕のない家庭も多いため、公的なサービスが充実するといいと思います。

保育園、幼稚園、保健所、療育機関の間の制度的な連携のしくみづくりが必要。現状では各自治体ごとにアプローチがバラバラ

で、連携の仕方も現場職員の努力にまかされている。だれが保護者に療育をすすめるべきかも、職員にゆだねられている。

保育士・心理士・社会福祉士を中心とした組織作りが必要だと思います。・児童相談所、教育委員会、に上記専門職をおいて活や

くさせてあげてほしい・健診の場に保育士・心理士をおいてほしい（小さな自治体には道から派けんしてほしい）・何でも保健師

がカバーする時代ではないと思います。子どもの発達のことや心理学、福祉という分野の教育をきちんとうけてきた専門職を正し

く、使うべきと思います。

保健師の配置基準は人口7000人に1人、妊婦～高齢者まですべての人々に対応する窓口になっているが、その数が少ない（基準

が多すぎる）保健師の業務が膨大・・・それに見合う人の配置がほしいです。

保護者の了解のもと、関係機関関係者の連携及び明確な役割分担

保護者フォローはなんとか取り組みつつありますが、学校の先生（保育園の先生も）の頭のかたさにまいっています。「この子だけ

にそんな対応はできません」「医療にかかったほうがいいんじゃないですか」（薬のんでおとなしくしてほしい－みえみえ）「ほか

の子が困っています」などなど、どうしたらいいんでしょう？

乳幼児期・学童期・思春期それぞれの時期に、親が子どもの発達について相談できる医療・療育・相談機関が、地域的に遠方の

ため通院・通所が大変である。親の気づきを促し、早期支援から早期対応へ、なるべく児童の自己肯定感を下げず、社会に適応し

ていけるよう環境を整える。そのためにも、1歳半健診や3歳児健診で社会性やコミュニケーションに関して、発達の問題を持つ

児童の早期発見がしっかりできる体制・しくみが必要。発達障害のある子どもが安心できる場所で、持っている特性を生かして、

いずれは社会で元気に働く青年に成長していけるよう、就学・就労への見通しが持てる支援体制の充実が必要だと思う。身体障

害・知的障害に比べ、発達障害のある方への相談支援体制が最近注目されてきているが、まだまだ立ち遅れている感がある。本

人や家族の生きづらさについて、各支援機関はより理解を深めていくことが望まれる。

乳幼児期より、医療・保健・福祉・教育etc複数領域の専門家が子育て相談や支援に当たることができる包括的な仕組み。

妊娠期・出産・育児期における、精神科との連携の充実につながる仕組みづくり。（精神科との連携は産科医療機関に比べ、十

分でない現状です。）

発達が気になるこどもや発達障害の子どもを気軽に安価であずかってくれるところがあれば、家族も息ぬきできると思う。

発達が気になる子ども、発達障害をもつ子、家族がいて、どのような状況にあるか地域の人に理解してもらうことが必要だと思い

ます。また、その子、その家族の相談・支援に期間と人員が必要とされることも同時に理解して頂きたいです。

発達が気になる子どもが、何年かに1人いるかくらいの小規模のところは、療育の受け皿づくりは単独ではできません。親子教室

を広域的にしているので、それはとても助かっています。

発達が気になる子どもの割合が増えている今、母子教室や療育の受け入れ数に数に限界がきている。多くの子どもたちが利用す

る保育園や幼稚園で発達を見極めた保育・療育的保育が提供できる体制が整ってほしい。保護者の理解にもつながっていくので

はないか。

発達が気になる子どもの保護者が医療機関を受診しいたいと考えていても受け入れ先も少なく、不安なまま過ごしている状況で

あり、医療機関(専門医)不足を解消できるような制度や、受診するまでの間支援してくれる通所施設、保護者の支援ができる人材

の育成が必要と思われる。

発達が気になる子どもや、発達障害の子どもに対して、相談、診断が可能な医療機関の確保、体制の整備。

発達が気になる子どもや発達障がいの子どもへの就学後のサポートの少なさが課題だと思います。学校以外の資源はもとより、地域

の学校における療育の層の薄さは、問題であり、現場の先生も「困ってはいる。でも私は専門家ではないから、何もできない」とおっ

しゃいます。結局、一番苦しい思いをしているのは本人と家族だと思います。就学前に受けていた療育がそのまま場所を移して学校で

受けられるようにコーディネートのみでなく、療育指導できるような療育の専門家を学校に育てて欲しいです。それは必ずしもセラピス

トである必要はなく、私たち療育を行っている保育士のように、専門家のスーパーバイズのもとで教員が充分できることだと思います。

発達が気になる子どもを健診で早期発見しても、その後のフォローにおいて保護者が働いていて連絡が取りにくいケースや受け

入れが悪く頻回に訪問して信頼関係を得ないといけないケースもあり困難を感じる。発達障害児の増加に併い、フォローの業務

も大きくなっており、保健師の人員の増加や研修が必要だと思います（予算的にも）。また、専門機関等受け皿が常に予約が数ヵ

月待ちの状況であり、不安を抱えたままのケースが非常に多く、専門機関の増加、定員の増加は深刻な課題だと思います。

発達に何らかの問題をかかえる子、その家族への相談・支援は、そのおかれている現状が様々なので、いろいろなニーズに対応

し、答えていく必要がある。そのためには、学校、保育園、幼稚園、地域、医療、療育施設(母子、単独)、保険センター、サービス

事業所、児童相談所、等が連携を取り行っていく必要がある。放置しておけば、虐待や、親の精神疾患につながり支援がより困難

になっていく。その子の育ちの終着点を見すえ、ぶつ切りの支援ではなく、チームプログラムを構成し、変化に応じた対応や、ニー

ズに答え、考えていく必要があると思う。その子なりに充実した人生が送れるように。

発達に支援が必要な子どもの（診断の有無にかかわらず）ライフステージに応じた途切れない支援を市で検討中。専門医療機関が

少ないため、診断がなくても支援の相談を幼、保、学校から受け、対応（支援）に集団に訪問できる仕組みが各市町で必要だが、県

などのバックアップ体制やその仕組みづくりの支援（三重県のような…）方法等アドバイスを希望　＊青は、障害福祉課の回答

発達支援センターやマザーズホームなどの療育支援施設がなく、発達の専門医も市内にはない。人口が少なく、高齢化が進んで

いる地域ではなかなか療育支援のハード面が整わない。その中でも市の療育支援事業の充実を図ろうと臨床心理士やSTの個別

相談を計画しているが人材確保が大変である。過疎地（医療機関や発達相談センターがない又は遠い）でのマンパワーを充実す

るために、講師を派遣するシステムや補助等あると事業が充実すると考える。

発達支援は「早期発見・早期支援」と言われて久しいが、家族の受入れが難しい場合もあり、まずは子育て支援の視点から保護

者の気持ちに寄り添い、関係を築いていきながら、子どもの発達への理解を深めてもらうように心がけて接するようにしている、

また、発達が気になる子どもや発達障害の子どもをもつ家族は、子ども自身が持つ特性ゆえに育てにくさを感じてはいるが、関わ

り方がわからないことで虐待につながってしまうこともあるため、虐待を予防すると言う意味においても、早期支援は大事である

と考える。上記のような考えを基に、平成24年4月、本市のこどもの発達センターは、虐待対策・予防や子育て相談を行っている

「子育て支援室」内に設置された。子育て相談から発達相談につなげたり、こどもの発達センター職員が要保護児童対策関係の

会議に出席したりして、連携を取り合える体制ができている。しかしながら、虐待の場合は児童虐待防止法により関係機関によ

る情報共有がしやすい状況があるのに対し、発達支援の場合は個人情報保護法により家庭の了承なしに情報交換ができないた

め、連携の難しさがある。発達支援においても虐待対策同様に情報共有がしやすい制度が進むとよいと思う。
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母子と出会う機会である健診がサービスである以上、未受診によるケース未把握は、防ぎきれない。健診の義務化、もしくは、未

受診者にアプローチがとれるPHN等、行政側の擁護(法的根拠)が必要であると思う。

母子を支える機関の横の連携がとても大切だと思っています。

母子保健分野を中心とした相談・支援では、十分ではないと感じている。障害担当、保育園、教育委員会等の関係機関が上手く

連携できる場づくりが必要と思う。（他、自治体で、自立支援協議会を上手く活用している事例もあるようです。）

本アンケートⅠ問2～Ⅲ問5の解答については、福祉部健康衛生課保健係母子保健担当が解答しています。

本市では、別紙の通り連携をおこなっている。

本町では主に発達の状態を観察することを目的に、「5歳児相談」という事業を町単独で実施しています。医師は入らないため診

断はしませんが、保健師と外部機関心理士とで問診、集団あそび等を実施して、発達の気になる子は保護者と相談し、支援につ

なぎます。保育士とも情報共有し、共にサポートします。本相談は早期に支援につなぐことで就学をスムーズにできるようにする

ために開始した独自の事業ですが、教育研究所とも情報交換し、ケースがスムーズに入学できるよう、また入学後も適切な教育を

受け、担任教諭の理解も得られるよう連携しております。尚、来年度入学する児の中から発達の遅れのある子、身体的に障がい

のある子等を数名挙げ、保護者の承諾と協力を得て、発達支援ファイルの運用を試験的に行い始めることになりました。乳幼児

期～成人(就職)まで一貫した支援が受けられるようになることを目的としたファイルで、成人まで使用することを考えております。

これは、教育研究所が主となって作成し、課と共同で作成を進めてきたものです。

本町には、発達支援センターが整備されていないため、他市のセンターに協力していただいている。身近な市町村単位に整備さ

れると良い。また、小さな町村では人材の確保も難しいので、より整備が進まないと思うので、それが残念。

未診断、高機能発達障害等の知的に遅れを伴わない中・高生の理解と支援の不足が、地域の課題となっている。学校教育の特

別支援教育の内容も教科学習の支援が中心で社会性や認知面の支援がほとんどなされていない。また、学齢期以後の診断を受

けた家族への支援を行う機関が県内にはほとんどない状況であり、発達障害者支援センターも相談者がいっぱいで継続的な支

援が難しい状況にある。学齢期の本人や家族の相談や支援を行う機関や制度の充実と財政的な支援が充実されると、自治体とし

て施策をすすめやすい。

予防のために預けられる（レスパイト的にでも）施設があるとよい

幼稚園や保育園での生活の中で、園の先生や、保護者が困り感を感じることが多いが、教育の場で、心理士による相談の場が確

保されていないのが現状である。そういう場が、教育担当課でも確保され、なおかつ教育、保健、福祉と連携し、そのケースにつ

いて話し合い、方向性を考えていく場が必要ではないかと思います。

様々な機関（部署）の情報を幅広く共有する必要がある。個人情報保護法の適切な運用を考えていくとともに、国や県としても、

個人情報の取扱いについて、正しい理解が得られる、情報を提供してほしい。

様 な々情報等が母親を孤立させているのでは・・・？テレビ、雑誌などなど・・・。携帯もあるのかな？

養育者自身が発達課題を有する（自覚に因らず、診断に因らず）場合は特に、働きかけ（言葉かけ等、具体的な支援内容）そのも

のの伝わり方が支援側の意図と大きくずれる（結果、ずれていた）場合も少なくないことから、伝え方、伝わり方への配慮、事後

フォローが重大な意味を持つことを日々実感するこの頃です。一方、何かしら課題を抱えている子どもを中心にして、かかわる人々

がバラバラに支えるのではなく、同じ気持ちで、具体的に動き、本当の意味で温かいつながりを持てた時、子どもが変わり、大人も

変わってきている事例に出会うと、支援側同志の共通認識・相互理解の重要性にも深く気づかされる思いがいたします。キーワー

ドはやはり連携（当事者との、支援者同志の）なのではないでしょうか。 磨けば光るダイヤモンドの原石のような子どもたちと出

会う機会を数多く与えられています。その磨き方は一様ではなく、その磨き粉も簡単には手に入り難く、それ故に、種々のマッチン

グが成ったその輝きはそれこそ特別なものになっていくのでしょう。「気になる事」が「困り事」につながらない社会に少しずつで

も近づけたいと思います。「困らないように・・・」ではない取り組み姿勢をみせることが、もしかしたら、一番大事なことなのかも

しれません。社会の宝物を「みんなで丁寧に磨きあげる」と「キラキラ輝いて素敵！」と、社会全体で思えるよう、特に、磨き隊最

前列の養育者には、その意識と価値を、粘り強く伝えていきたいものです。 （具体的に解決策を一切記述できませんが、粘り強

く伝えていくためにも、原石とじっくり向き合うためにも、絶対的に時間が足りないと思ってしまうのは私だけでしょうか。・・・こ

んなことでは、時間に追われてあたふたしている大人の傍で育つ子どもが、落ち着くわけがありませんね。）

離島がゆえに専門職が不足している。専門職による巡回相談を実施しているが年1～2回の相談では継続した支援は困難である。

ペアレントメーター等当事者を支える受け皿もなく、虐待後、再統合に向けた受け皿もない現状です。

離島地域において、保健師、保育士等の人材が不足しており事業実施に支障をきたしている。当村も、保健師が長期休暇に入り、

保健師不在であり平成24年からホームページ等で保健師、看護士の採用通知しているが、0人である。

療育施設では、子どもの発達を促す支援をしてくれとても丁寧なのでなくてはならないです。しかし、施設が少ないことに加え、

定員も限られているため入所するのに時間がかかる。たとえ、入所できなくても子どもの対応の仕方など家族に教えられる機会

が（勉強会）あればと思います。

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

【付録資料 4】


